
 国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程の一部を改正する規程を次のよう

に制定する。 

 

  平成27年９月３日 

                国立大学法人東京学芸大学長 

                        出 口 利 定 

 

平成27年規程第23号 

国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程の一部を改正する規程 

 

 

 国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程（平成25年規程第18号）の一部に

ついて，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学施設整備委員会規程の一部改正について 

 

改正理由：学内の交通安全に関する審議について，本委員会できめ細やかな議論を行うために所要の改正を行うものである。  

改         正 現         行 

（設置）   

第１条 〔省略〕 

（目的） 

第２条  委員会は，関係委員会及び各部局と連携して本学の教育研究に係る施設

及び屋外環境の整備・利用に関して審議し，必要な措置を講じることを目的とす

る。 

（審議事項） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) キャンパスマスタープランに関すること 

(2) 施設の整備に関すること 

(3) 施設の有効活用に関すること 

(4) 全学共通利用スペースに関すること 

(5) 学内の交通安全に関すること 

(6) その他施設に関して委員会が必要と認めたこと 

（組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事  

(2) 学系長 

(3) 附属学校運営参事 １名 

(4) 事務局長 

(5) 財務施設部長 

(6) その他学長が委嘱する者 若干名 

（任期） 

第５条 〔省略〕 

（委員長等） 

第６条  委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第４条第１号の委員を 

もって充て，副委員長は委員長が指名する。 

 

〔省略〕 

 

（会議） 

第７条 〔省略〕 

（設置）   

第１条 〔省略〕 

 

 

 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) キャンパスマスタープランに関すること 

(2) 施設の整備に関すること 

(3) 施設の有効活用に関すること 

(4) 全学共通利用スペースに関すること 

(5) その他施設に関して委員会が必要と認めたこと 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総務を所掌する理事  

(2) 学系長 

(3) 附属学校運営参事 １名 

(4) 事務局長 

(5) 財務施設部長 

(6) その他学長が委嘱する者 若干名 

（任期） 

第４条 〔省略〕 

（委員長等） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置き，委員長は第３条第１号の委員を

もって充て，副委員長は委員長が指名する。 

 

〔省略〕 

 

（会議） 

第６条 〔省略〕 



（委員以外の者の出席） 

第８条 〔省略〕 

（部会） 

第９条 委員会は，必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の部会長は，第４条の委員が務めるものとする。 

３ 部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

（報告） 

第１０条 〔省略〕 

（庶務） 

第１１条 〔省略〕 

（規程の改廃） 

第１２条 〔省略〕 

（補足） 

第１３条 〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，平成27年９月３日から施行する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 〔省略〕 

（部会） 

第８条 委員会は，必要に応じて部会を置くことができる。  

２ 部会の部会長は，第３条の委員が務めるものとする。 

３ 部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

（報告） 

第９条 〔省略〕 

（庶務） 

第１０条 〔省略〕 

（規程の改廃） 

第１１条 〔省略〕 

（補足） 

第１２条 〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 


